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巻頭言 菅野 宏平

「1つ与える者は10を得て、
1つ盗むものは100を失う」

出典不明

What's new 最近の活動

■【事務所移転のお知らせ】 4月1日（月）～下記へ移転いたしました。
〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心 （電話番号・FAXは変更ありません）

■3月15日（金）第8回経営計画立案塾が開催されました。今年度最終回となり3名の発表を行いました。
■3月15日（金）起業講座「メンタル編」が開催されました。「心のエネルギーがアップし行動力が持
続する自己基盤講座」と題して、こころの共育研究所 代表 庄司順子氏を講師に迎え、アウトプット型
（ワークショップ形式）で行われました。現在の自分を客観的に捉え、どこに目標を置くのかを考えるこ
とで行動力が持続するとのこと。参加者は積極的に発言し、
心のエネルギーが満たされているようでした。（写真右）
■3月30日（土）会社設立セミナーが開催されました。
■4月4日（木）役員会が開かれました。

Topics 「ビジネスに立ちはだかる『時効の壁』」
行政書士大森法務事務所 代表 大森靖之

「客先に請求できるはずだった代金は、一定期間が経過すると請求できなくなってしまうこともある」
こう聞いて驚かれる起業家の方もいるかもしれませんが、
消滅時効という民法上の制度があります。「時効完成まで
のあと一週間の間に何とかしないと犯人が捕まえられない」
という刑事ドラマの緊迫したワンシーンと同じような話が、
ビジネスシーンでもあり得るのです。どのくらいの期間
なのかといえば、現在では1年～10年とまちまちです。
これが非常に分かりづらいということで2020年4月の
民法改正にて原則5年に統一されます（別図参照）。
請求書発行時点から、この「時効のストップウォッチ」はカウントされ続けるのが原則です。しかも、

然るべき法律上の手続を踏まないと、ストップしたり、リセットすることがないのが、このストップ
ウォッチの厄介なところです（請求書を送り続けているだけではNG）。
もしお手元に「長期間（半年以上が目安）代金が回収できていない」という案件があるのであれば、専

門家に一度ご相談されることをお勧めします。期日までに客先から代金が入金されないと、キャッシュフ
ローの悪化や精神的なストレスの原因となるほか、上記のような「時効の壁」も立ちはだかります。この
ような目に遭わないためにも、特に高額な案件では取引開始「前」に契約書を作成し、代金や入金日、具
体的な商品名やサービスの範囲を客先ときちんと確認し合い、信用がおける相手かどうかを見定めた上で、
ビジネスを行うことが重要です。

Schedule 今後の活動予定 （詳しくはこちら → https://saitama-kk.org/event/ ）

■4月19日（金）18時30分～ 起業講座『入門編』・例会（新都心ビジネス交流プラザ4Ｆ）

◆賛助会員 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所
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さいたま起業家協議会では、下記の日程・講演内容で、起業講座・例会を開催する予定です。

皆様、奮ってご参加ください。資料等の準備のため、参加をご希望の方は、さいたま起業家協議会
ホームページ（イベントページ）よりお申し込みください。https://saitama-kk.org/event/

会員情報（近況・今後の予定など）
佐原理事（株式会社ブライナ）：映画「翔んで埼玉」を見てきました。楽しい映画ですね。

庄司会員（こころの共育研究所）：おかげ様で長女が大学合格しました！来春は次女！仕事がんばりま
す！

林会員（株式会社三共ホーム）：今日（3/15）朝、車上荒らしにあいました（泣）

松下会員（安楽庵えのでん）：3/19（火）１９時～フジテレビ「ナゾトレ川柳」に作品提供しました。

新入会のご紹介：林昇様（株式会社三共ホーム）マンション買取り、リノベ後再販、不動産仲介業、リ
フォーム全般、競売代行。今後はオーダーメイドキッチンの販売にも力を入れていく予定です。

今回から例会において入会式を開催し、入会証をお渡しすることになりました。

日時：4月19日（金）18時30分～
例会スケジュール

18時30分～ 起業講座『入門編』 講師：太田昇氏
19時30分～ 懇親会

場所：新都心ビジネス交流プラザ4Ｆ会議室

今回の起業講座は入門編です。
起業後３年以上残る「勝ち組起業家」の共通点。
１、ニッチな市場を狙う：狙う市場は大きな市場？それとも小さな市場？
２、重点主義に徹する：間口を広げてなんでも出来ます派？それとも一点集中派？
３、お客様第一主義：大事なのは自社の有するシーズ？それともお客様のニーズ？
その後の懇親会もどうぞお楽しみに。皆様のご参加をお待ちしております。

特定非営利活動法人さいたま起業家協議会は、起業家にとって、経営計画の立案と発表会の開催が、最
重要事項であるとの趣旨の下、経営計画立案塾を開催いたします。昨年度第1期が開催され、11名のメ
ンバーのうち約半数が経営計画発表会を実施しました。従業員がいらっしゃらない方、個人事業主の方
でも参加可能です。概要・入塾条件など詳しくは改めてご案内いたします。どうぞご期待ください。

２０１９年度スケジュール（合計８回）／会場：さいたま新都心ビジネス交流プラザ４Ｆ
①２０１９年６月１５日（土） テーマ「理念」各自発表＆議論①
②２０１９年７月１９日（金） テーマ「理念」各自発表＆議論②
③２０１９年８月１７日（土） テーマ「戦略」各自発表＆議論①
④２０１９年９月２０日（金） テーマ「戦略」各自発表＆議論②
⑤２０１９年１０月１９日（土） テーマ「戦術」各自発表＆議論①
⑥２０１９年１１月１５日（金） テーマ「戦術」各自発表＆議論②
⑦２０２０年１月１８日（土） 全体 発表会①
⑧２０２０年３月２１日（土） 全体 発表会②

（開催時間）金曜日開催 １６：００－１８：００ 土曜日開催 １５：３０－１７：３０

https://saitama-kk.org/event/

